（様式４）

公募型プロポーザル参加申請にかかる誓約書

令和 　　年　　月　　日　

大阪市旭区長　様

住所又は事務所所在地					　
商号又は名称						　
  氏名又は代表者氏名					印

　『令和８年度　旭区の「まちの魅力」を楽しむイベント企画運営業務委託』公募型プロポーザル参加申請を行うにあたり、次に掲げる事項を誓約します。
本誓約事項に相違があった場合は、公募型プロポーザル参加資格を取り消されても異議申立てを行いません。

（誓約事項）
(1) 地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第167 条の11 第1 項において準用する同令第167 条の4（契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者）に該当しないものであること。
(2)  過去５年以内（令和３年1月1日～令和７年12月31日）の「あさひファン★フェスタ」（参照：仕様書p.1-5）に類似した、公園等を活用したイベント業務の受託実績が１回以上あること。
(3)  過去１ヵ年の消費税及び地方消費税、市町村民税及び固定資産税を完納していること。
(4)  公募型プロポーザル参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
(5)  大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと、及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
(6)  公募型プロポーザル参加申請時において、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされた者でないこと。
(7)  宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体又は特定の公職者（候補者を含む）若しくは政党を推薦、支持若しくは反対することを目的とした団体でないこと。
(8)  公共の福祉に反する活動をしていないこと。

【以下、共同体で参加申請の場合のみ】
(9) 共同体を構成する団体がいずれも上記(1)から(8)の条件を満たすこと。
(10) 全体の意思決定、管理運営等に責任を持つ共同体の代表者により提案書の提出を行うこと。
(11) 代表者が業務の遂行に責任を持つことのできる事業者であること。
(12) 参加申請書類提出後、代表者及び共同体を構成する事業者（構成員）の変更はしないこと。
(13) 共同体を構成する構成員に単独で参加する事業者はいないこと、また複数の共同体の構成員となってはいないこと。

